
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　規

　則 

○
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例 

　施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                                             

三
四
〇 

○
福
島
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                             

三
四
〇 

　告

　示 

○
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償 

　及
び
休
業
補
償
の
補
償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る 

　規
程                                                                     

三
四
一 

○
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
に
係
る
介
護
補
償
の 

　金
額
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程                                     

三
四
一 

○
認
定
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
と
し
て
認
定
し
た
件                               

三
四
二 

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た
め
の
医
療
機
関
を
指
定
し
た
件                   

三
四
二 

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件             

三
四
二 

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
休
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件             

三
四
二 

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
が
指
定
を
辞
退
し
た
件                           

三
四
三 

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た
め
の
施
術
者
を
指
定
し
た
件
二
件                 

三
四
三 

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
扶
助
等
の
た
め
の
介
護
機
関
を
指
定
し
た
件                   
三
四
三 

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出 

　が
あ
っ
た
件                                                               

三
四
四 

　公

　告 

○
肥
料
の
検
査
の
結
果
の
概
要
を
公
表
す
る
件                                       

三
四
四 

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件                             

三
四
四 

○
土
地
改
良
区
連
合
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件                           

三
四
五 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

規

　
　則 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
六
年
七
月
二
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

福
島
県
規
則
第
六
十
一
号 

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四

十
三
年
福
島
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た

部
分
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。 

改

　正

　後

改

　正

　前

　（
休
業
補
償
を
行
わ
な
い
場
合
）

　
　
　

 

　（
休
業
補
償
を
行
わ
な
い
場
合
）

　
　
　

 

第
七
条
の
二

　（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　

 

第
七
条
の
二

　（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　

 

　一

　（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　一

　（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　二

　少
年
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る 

　二

　少
年
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る 

　
　保
護
処
分
と
し
て
少
年
院
若
し
く
は
児 

　
　保
護
処
分
と
し
て
少
年
院
若
し
く
は
児 

　
　童
自
立
支
援
施
設
に
送
致
さ
れ
、
収
容 

　
　童
自
立
支
援
施
設
に
送
致
さ
れ
、
収
容 

　
　さ
れ
て
い
る
場
合
、
同
法
第
六
十
四
条 

　
　さ
れ
て
い
る
場
合
、
同
法
第
六
十
四
条 

　
　の
規
定
に
よ
る
保
護
処
分
と
し
て
少
年 

　
　の
規
定
に
よ
る
保
護
処
分
と
し
て
少
年 

　
　院
に
送
致
さ
れ
、
収
容
さ
れ
て
い
る
場 

　
　院
に
送
致
さ
れ
、
収
容
さ
れ
て
い
る
場 

　
　合
又
は
同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ 

　
　合
、
同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
る 

　
　る
決
定
に
よ
り
少
年
院
に
収
容
さ
れ
て 

　
　決
定
に
よ
り
少
年
院
に
収
容
さ
れ
て
い 

　
　い
る
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　る
場
合
又
は
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十 

　
　一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
十
七
条
の 

　
　規
定
に
よ
る
補
導
処
分
と
し
て
婦
人
補 

　
　導
院
に
収
容
さ
れ
て
い
る
場
合

　
　
　

附

　則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非

常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
適

用
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
職
員
業
務
課
福
利
厚
生
室
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
規
則
第
六
十
二
号 

福
島
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

福
島
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
五
年
福
島
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

　様
式
第
七
号
の
二
及
び
様
式
第
九
号
中
「又

は
第

53条

」
を
削
り
、
「協

力
病
院

」
を
「協

力
医
療

機
関

」
に
、
「第

27条
第
２
項

」
を
「第

27条
第
６
項

」
に
改
め
る
。 

附

　則 

１

　こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２

　こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ

れ
て
い
る
届
及
び
申
請
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
福
島
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定
に
基
づ

き
提
出
さ
れ
た
届
及
び
申
請
書
と
み
な
す
。 

３

　こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
則
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
所
要
の
調

整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
高
齢
福
祉
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号 

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休
業
補
償
の
補

償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

　
　令
和
六
年
七
月
二
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休

業
補
償
の
補
償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

　県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休
業
補
償
の
補

償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め
る
規
程
（
平
成
二
年
福
島
県
告
示
第
千
三
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

　本
則
の
表
二
十
歳
未
満
の
項
中
「
五
、
一
六
六
円
」
を
「
五
、
二
六
三
円
」
に
、
「
一
三
、
二
〇
七

円
」
を
「
一
三
、
四
四
二
円
」
に
改
め
、
同
表
二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
五
、
六
九
一
円
」

を
「
五
、
八
七
二
円
」
に
、
「
一
三
、
二
〇
七
円
」
を
「
一
三
、
四
四
二
円
」
に
改
め
、
同
表
二
十
五

歳
以
上
三
十
歳
未
満
の
項
中
「
六
、
一
九
四
円
」
を
「
六
、
三
八
〇
円
」
に
、
「
一
四
、
四
一
〇
円
」

を
「
一
四
、
八
四
二
円
」
に
改
め
、
同
表
三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
六
、
五
七
四
円
」
を

「
六
、
七
一
二
円
」
に
、
「
一
七
、
〇
六
七
円
」
を
「
一
七
、
六
一
九
円
」
に
改
め
、
同
表
三
十
五
歳

以
上
四
十
歳
未
満
の
項
中
「
六
、
七
八
二
円
」
を
「
七
、
〇
七
八
円
」
に
、
「
一
九
、
四
五
七
円
」
を

「
二
〇
、
六
四
九
円
」
に
改
め
、
同
表
四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
七
、
一
三
九
円
」
を

「
七
、
二
六
八
円
」
に
、
「
二
一
、
二
五
八
円
」
を
「
二
一
、
九
七
一
円
」
に
改
め
、
同
表
四
十
五
歳

以
上
五
十
歳
未
満
の
項
中
「
七
、
二
一
二
円
」
を
「
七
、
四
三
三
円
」
に
、
「
二
二
、
四
四
四
円
」
を

「
二
二
、
八
八
六
円
」
に
改
め
、
同
表
五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
七
、
一
〇
九
円
」
を

「
七
、
二
九
〇
円
」
に
、
「
二
四
、
六
二
五
円
」
を
「
二
四
、
九
一
六
円
」
に
改
め
、
同
表
五
十
五
歳

以
上
六
十
歳
未
満
の
項
中
「
六
、
六
九
八
円
」
を
「
六
、
九
七
五
円
」
に
、
「
二
四
、
八
六
三
円
」
を

「
二
五
、
三
八
五
円
」
に
改
め
、
同
表
六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
五
、
六
五
一
円
」
を

「
五
、
八
六
〇
円
」
に
、
「
二
一
、
二
四
五
円
」
を
「
二
一
、
三
一
四
円
」
に
改
め
、
同
表
六
十
五
歳

以
上
七
十
歳
未
満
の
項
中
「
三
、
九
八
〇
円
」
を
「
四
、
〇
六
〇
円
」
に
、
「
一
五
、
八
二
七
円
」
を

「
一
六
、
〇
七
五
円
」
に
改
め
、
同
表
七
十
歳
以
上
の
項
中
「
三
、
九
八
〇
円
」
を
「
四
、
〇
六
〇
円
」

に
、
「
一
三
、
二
〇
七
円
」
を
「
一
三
、
四
四
二
円
」
に
改
め
る
。 

附

　則 

１

　こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
七
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２

　こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金

た
る
補
償
及
び
休
業
補
償
の
補
償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め
る
規
程
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の

規
程
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
同

日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
の
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
期

間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
の
補
償
基
礎
額
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３

　改
正
後
の
規
程
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
前
の
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非

常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休
業
補
償
の
補
償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め

る
規
程
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
補
償
は
、
改
正
後
の
規
程
の
規
定
に
よ
る
補
償
の
内
払
と

み
な
す
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
職
員
業
務
課
福
利
厚
生
室
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
九
十
四
号 

　県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
に
係
る
介
護
補
償
の
金
額
を
定
め
る
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
六
年
七
月
二
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
に
係
る
介
護
補
償
の
金
額
を

定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
に
係
る
介
護
補
償
の
金
額
を
定
め
る
規
程

（
平
成
八
年
福
島
県
告
示
第
五
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

本
則
の
表
常
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
中
「
一
七
二
、
五
五
〇
円
」
を
「
一
七
七
、
九
五
〇
円
」

に
、
「
七
七
、
八
九
〇
円
」
を
「
八
一
、
二
九
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
随
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項

中
「
八
六
、
二
八
〇
円
」
を
「
八
八
、
九
八
〇
円
」
に
、
「
三
八
、
九
〇
〇
円
」
を
「
四
〇
、
六
〇
〇

円
」
に
改
め
る
。 

附

　則 
１

　こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
七
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２

　改
正
後
の
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
に
係
る
介
護
補
償
の
金
額
を

定
め
る
規
程
の
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
介
護
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
の
期
間
に
係
る
介
護
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
職
員
業
務
課
福
利
厚
生
室
） 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

福
島
県
告
示
第
三
百
九
十
五
号 

　液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四

十
九
号
）
第
三
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
確
保
機
器
の
設
置
及
び
管
理
の
方
法
に
つ

い
て
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
。 

　
　令
和
六
年
七
月
二
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

有
限
会
社
熊
田
商
店

　代
表
取
締
役

　熊
田

　竜
児 

二

　住
所 

福
島
県
伊
達
市
保
原
町
字
九
丁
目
三
番
地 

三

　認
定
年
月
日 

令
和
六
年
六
月
二
十
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
消
防
保
安
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
九
十
六
号 

　生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関

す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ

せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

　
　令
和
六
年
七
月
二
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 
 

 
 

名

　
　
　
　
　
　
　
　称

所

　
　
　在

　
　
　地

指
定
年
月
日

 
 

 
 

こ
ば
り
耳
鼻
咽
喉
科
ク
リ
ニ
ッ

会
津
若
松
市
宮
町
六
番
七
号

　
　
　
　
　
令
和
六
年
五
月

 
 

ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
日

　
　
　
　 

 
 

 

は
ら
ま
ち
ス
マ
イ
ル
ク
リ
ニ
ッ

南
相
馬
市
原
町
区
日
の
出
町
一
五
五
︱
二

同
年
六
月
一
日

 
 

ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

ホ
ー
プ
薬
局

　南
相
馬
店

　
　
南
相
馬
市
原
町
区
日
の
出
町
一
五
五
︱
二

同
日

　
　
　
　

医
療
法
人
社
団
譽
会
譽
田
歯
科 

伊
達
市
梁
川
町
字
中
町
九
︱
二

　
　
　
　

 

同
年
七
月
一
日

医
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
社
会
福
祉
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
九
十
七
号 

　生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に

関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
事
業

を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
六
年
七
月
二
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

名

　
　
　
　
　
　
　
　称

所

　
　
　
　在

　
　
　
　地

廃
止
年
月
日

医
療
法
人
山
田
整
形
外
科
医
院

会
津
若
松
市
表
町
五
番
六
号

　
　
　
　
　
令
和
六
年
三
月

三
一
日

　
　
　

白
河
在
宅
支
援
診
療
所

　
　
　
白
河
市
泉
田
池
ノ
上
八
三
︱
一

　
　
　
　
同
日

　
　
　
　

も
み
じ
薬
局

　東
店

　
　
　
　

 

白
河
市
東
深
仁
井
田
字
道
山
六
︱
四
〇

　

 

同
年
五
月
一
五

日

　
　
　
　
　

西
会
津
町
国
民
健
康
保
険
新
郷 

耶
麻
郡
西
会
津
町
新
郷
大
字
笹
川
字
笹
川 

同
年
四
月
一
日 

診
療
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
五
八
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
社
会
福
祉
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
九
十
八
号 

　生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に

関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
事
業

を
休
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
六
年
七
月
二
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

名

　
　
　
　
　
　
　
　称

所

　
　
　
　在

　
　
　
　地

休
止
年
月
日

医
療
法
人
は
せ
が
わ
整
形
外
科

会
津
若
松
市
北
会
津
町
東
小
松
字
北
古
川

令
和
六
年
四
月

ク
リ
ニ
ッ
ク

　
　
　
　
　
　
　
五
〇
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
日

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
社
会
福
祉
課
） 
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福
島
県
告
示
第
三
百
九
十
九
号 

　生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
（
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
は
当
該
指
定
を
辞
退
し
た
。 

令
和
六
年
七
月
二
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

名

　
　
　
　
　
　
　
　称

所

　
　
　
　在

　
　
　
　地

指
定
辞
退
年
月
日

ポ
プ
ラ
薬
局

　
　
　
　
　
　
　
二
本
松
市
根
崎
一
︱
四
四
︱
一

　
　
令
和
六
年
五
月
二
〇

日

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
社
会
福
祉
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
四
百
号 

　生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
（
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を

担
当
さ
せ
る
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
六
年
七
月
二
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

氏

　
　
　名

住

　
　
　
　所

施

術

所

名

施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

上
田

　隆
一

須
賀
川
市
影
沼

フ
レ
ア
ス
在
宅

須
賀
川
市
森
宿
字
下
宿

令
和
六
年
六
月

町
九
五
︱
二

　
マ
ッ
サ
ー
ジ
須

一
三
四
︱
二
一

　
　
　
一
日

　
　
　
　

賀
川
施
術
所

　

荒
川

　実
花 

石
川
郡
古
殿
町 

フ
レ
ア
ス
在
宅 

須
賀
川
市
森
宿
字
下
宿 

同
月
三
日

　
　

大
字
竹
貫
字
千 

マ
ッ
サ
ー
ジ
須 

一
三
四
︱
二
一

　
　
　

 

足
六
七
番
地
三

賀
川
施
術
所

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
社
会
福
祉
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
四
百
一
号 

　生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
（
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を

担
当
さ
せ
る
は
り
師
及
び
き
ゅ
う
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
六
年
七
月
二
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

氏

　
　
　名

住

　
　
　
　所

施

術

所

名

施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

上
田

　隆
一

須
賀
川
市
影
沼

フ
レ
ア
ス
在
宅

須
賀
川
市
森
宿
字
下
宿

令
和
六
年
六
月

町
九
五
︱
二

　
マ
ッ
サ
ー
ジ
須

一
三
四
︱
二
一

　
　
　
一
日

　
　
　
　

賀
川
施
術
所

　

荒
川

　実
花 

石
川
郡
古
殿
町 

フ
レ
ア
ス
在
宅 

須
賀
川
市
森
宿
字
下
宿 

同
月
三
日

　
　

大
字
竹
貫
字
千 

マ
ッ
サ
ー
ジ
須 

一
三
四
︱
二
一

　
　
　

 

足
六
七
番
地
三

賀
川
施
術
所

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
社
会
福
祉
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
四
百
二
号 

　生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
（
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立

の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
介
護
扶
助
及
び
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居

宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
、
福
祉
用
具
の
給
付
、
介
護
予
防
若
し
く
は
介
護
予
防

支
援
計
画
の
作
成
又
は
介
護
予
防
福
祉
用
具
の
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

　
　令
和
六
年
七
月
二
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

  

事
業
所
の 

事
業
所
の 

事
業
者
の 

事
業
者
の
主
た
る 

 

サ
ー
ビ
ス 

 
 

 
 

 

指
定
年
月
日

 
 

名

称

所

在

地

名

称

事
務
所
の
所
在
地

の
種

類

  

せ
く
ら
薬
局

会
津
若
松
市

有
限
会
社
せ

会
津
若
松
市
中
央

令
和
六
年
五 

居
宅
療
養

 

中
央
二
︱ 

く
ら

　
　
　
二
︱
一
︱
二
八

　
月
一
日

　
　

 

管
理
指
導 

一
︱
二
八

　

 

　介
護
予

防
居
宅
療

養
管
理
指

導

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
社
会
福
祉
課
） 
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福
島
県
告
示
第
四
百
三
号 

　生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次

の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
の
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
六
年
七
月
二
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

 
 

 
 

 
事

業

所

の

所

在

地 
 

 
 

事
業
者
の 

事
業
者
の
主
た
る 

事
業
所
の
名
称 

 
 

 
 

名

　
　称 

事
務
所
の
所
在
地 

変

　
　更

　
　前 

変

　
　更

　
　後 

ｃ
ｏ
ｍ
く
ら
ぶ

　

 

会
津
若
松
市
中
央

会
津
若
松
市
大
町

有
限
会
社

会
津
若
松
市
宮
町

三
丁
目
一
番
五
号

一
丁
目
七
番
五
号

希
星

　
　
五
番
四
七
号

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
社
会
福
祉
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

公
告
第
百
二
十
六
号 

　肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条
第
七
項

の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
五
月
に
収
去
し
た
肥
料
の
検
査
の
結
果
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

　
　令
和
六
年
七
月
二
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 
令
和
６
年
５
月
分

 

（特
殊
肥
料

） 

特
殊
肥
料

 
生
産
業
者

 
届　

出　
名

 
検
査
の
結
果

備
考

、
の
指
定
名

 
輸
入
業
者
又

 
(及
び
商
品
名

)
は
販
売
業
者

 
T

N
 

T
P

 T
K

 C
/N

 水
分

 
T

C
u 

T
Z

n 
(%

) 
(%

)
(%

) 
(%

) 
(m

g/ 
(m

g/ 
kg) 

kg) 

堆
肥　
　

株
式
会
社
和
和
洋
の
堆
肥

1.2 
2.1

2.3 
14

47.0 
－

 
－

 
牛
ふ
ん

 
洋
福
島
牧
場

堆
肥　
　

 
一
般
社
団
法
あ
だ
た
ら
有

1.8
2.4

1.0 
14

21.4 
56 

180 
豚
ふ
ん

 
人
本
宮
堆
肥
機
堆
肥
特
１

生
産
組
合　

号　
　
　
　

　

注　
主
成
分
の
略
号
は
次
の
と
お
り
で
あ
る

 
。

T
N
－
窒
素
全
量

T
P
－
り
ん
酸
全
量

T
K
－
加
里
全
量

C
/N
－
炭
素
窒
素
比
水
分
－
水

、
、

、
、

分
含
有
量

T
C

u－
銅
全
量

T
Z

n－
亜
鉛
全
量

 
、

、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
百
二
十
七
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
六
年
七
月
二
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

土
地
改
良
区
の
名
称 

　会
津
大
川
土
地
改
良
区 

退
任
し
た
役
員 

役
別

　氏
名

　
　
　
　
　住
所 

理
事

　松
崎

　佐
吉

　
　大
沼
郡
会
津
美
里
町
字
荒
井
甲
一
五
七
九
番
地 

同

　
　間
●

　一
男

　
　同

　郡
同

　
　
　町
穂
馬
字
堀
ノ
内
甲
五
六
八
番
地 

同

　
　山
口

　芳
寛

　
　会
津
若
松
市
北
会
津
町
蟹
川
一
一
五
〇
番
地 

同

　
　山
田

　佐
市

　
　大
沼
郡
会
津
美
里
町
氷
玉
字
関
山
甲
一
一
〇
八
番
地 

同

　
　加
藤

　藤
芳

　
　会
津
若
松
市
北
会
津
町
中
荒
井
二
〇
四
八
番
地 

同

　
　坂
内

　太
郎

　
　大
沼
郡
会
津
美
里
町
字
本
郷
二
九
七
一
番
地 

同

　
　関

　良
弘

　
　
　会
津
若
松
市
北
会
津
町
下
荒
井
三
四
番
地 

同

　
　遠
山

　正
尚

　
　同

　
　
　市
北
会
津
町
安
良
田
五
七
一
番
地 

同

　
　齋
藤

　斉

　
　
　同

　
　
　市
北
会
津
町
宮
袋
一
六
九
九
番
地 

同

　
　荒
川

　恒
男

　
　同

　
　
　市
北
会
津
町
柏
原
六
六
〇
番
地 

同

　
　鈴
木

　吉
衛

　
　同

　
　
　市
北
会
津
町
大
島
八
五
一
番
地 

監
事

　木
野

　秀
夫

　
　同

　
　
　市
北
会
津
町
上
米
塚
一
二
四
四
番
地 

同

　
　大
竹

　久
一

　
　大
沼
郡
会
津
美
里
町
福
重
岡
字
福
光
丙
四
九
六
番
地 

同

　
　秋
山

　仁
一

　
　会
津
若
松
市
北
会
津
町
本
田
五
六
番
地 

就
任
し
た
役
員 

役
別

　氏
名

　
　
　
　
　住
所 

理
事

　松
崎

　佐
吉

　
　大
沼
郡
会
津
美
里
町
字
荒
井
甲
一
五
七
九
番
地 

同

　
　山
口

　芳
寛

　
　会
津
若
松
市
北
会
津
町
蟹
川
一
一
五
〇
番
地 

同

　
　坂
内

　太
郎

　
　大
沼
郡
会
津
美
里
町
字
本
郷
二
九
七
一
番
地 

同

　
　木
野

　秀
夫

　
　会
津
若
松
市
北
会
津
町
上
米
塚
一
二
四
四
番
地 

同

　
　山
田

　佐
市

　
　大
沼
郡
会
津
美
里
町
氷
玉
字
関
山
甲
一
一
〇
八
番
地 
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同

　
　奈
良
橋

　仁

　
　会
津
若
松
市
北
会
津
町
宮
ノ
下
一
七
三
番
地 

同

　
　横
澤

　浩
仁

　
　同

　
　
　市
北
会
津
町
寺
堀
八
一
九
番
地 

同

　
　坂
内

　伸
一

　
　同

　
　
　市
北
会
津
町
新
在
家
二
三
七
番
地 

同

　
　間
●

　一
男

　
　大
沼
郡
会
津
美
里
町
穂
馬
字
堀
ノ
内
甲
五
六
八
番
地 

同

　
　長
郷

　潤
一
郎

　会
津
若
松
市
北
会
津
町
西
麻
生
一
八
八
〇
番
地 

同

　
　坂
内

　忠
一

　
　同

　
　
　市
北
会
津
町
今
和
泉
一
一
九
〇
番
地 

同

　
　荒
井

　純
一

　
　同

　
　
　市
北
会
津
町
下
荒
井
四
五
番
地 

監
事

　星

　則
雄

　
　
　大
沼
郡
会
津
美
里
町
字
宗
●
町
九
九
番
地 

同

　
　坂
内

　栄
次
郎

　会
津
若
松
市
北
会
津
町
北
後
庵
三
三
六
番
地 

同

　
　髙
津

　源
輔

　
　同

　
　
　市
北
会
津
町
石
原
四
〇
六
番
地 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
百
二
十
八
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
区
連
合
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ

た
。 　

　令
和
六
年
七
月
二
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

土
地
改
良
区
の
名
称 

　会
津
南
部
土
地
改
良
区
連
合 

退
任
し
た
役
員 

役
別

　氏
名

　
　
　
　住
所 

理
事

　松
崎

　佐
吉

　大
沼
郡
会
津
美
里
町
字
荒
井
甲
一
五
七
九
番
地 

同

　
　間
●

　一
男

　同

　郡
同

　
　
　町
穂
馬
字
堀
ノ
内
甲
五
六
八
番
地 

監
事

　山
口

　芳
寛

　会
津
若
松
市
北
会
津
町
蟹
川
一
一
五
〇
番
地 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 
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